
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可児商工会議所 行（ＦＡＸ：０５７４－６３－１８５６） 

チラシ折込・パンフレット同時配布サービス申込書 
 

◎折込又は同時配布するチラシ・パンフレット１部を添えて申し込みします 

事業所名  ＴＥＬ  

住  所  ＦＡＸ  

担当者名  折込希望月 月 

■裏面の運用規定に同意し、チラシ折込・パンフレット同時配布サービスを申し込みします。 

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、申込者の実態調査・分析のために利用することがあります。

会員限定 
 
パンフレットも 

配布出来ます 

下記申込書を記入し、チラ

シ・パンフレット１部を添

えて、商工会議所窓口又は

郵送にて申し込み下さい 

提出期限 

折込希望月の前月５日まで 

「チラシ折込・パンフレット同時配布サービス」 

チラシ折込サービス料金 

１０，０００円（税別） 
パンフレット配布サービス料金 

２０，０００円（税別） 

「チラシ折込・パンフレット同時配布サービス」とは、貴社の商品・製品やサービスのＰＲチラシや     

パンフレットを所報「ＫＡＮＩ」に折込又は同時配布し、会員約１，700事業所にお届けするサービスです。 

  
チラシ、パンフレットの内容について、下記事項をお守り下さい 
・法律を遵守し、公序良俗に反しないこと。 
・当所が不適当と認める場合は、折込サービスを行わないことがあります。 
・折込するチラシのサイズはＢ５・Ａ４・Ｂ４・Ａ３で、紙製のものに限ります。ただし 
Ａ４サイズ以上のものは、Ａ４サイズ以下に折って納品してください。 

・パンフレットは同時配布としますが、Ａ４サイズ以内で１冊２００ｇ以内に限ります。 
・１ヶ月の折込事業所はチラシは上限なし、パンフレットは１社までとします。 
 但し、１社につきチラシ、パンフレットとも１部までとします。 
・チラシ、パンフレットに関する問い合せやクレームなどの対応は申込者が行なうものと 
します。 

問い合わせ  可児商工会議所 担当 黒川  TEL0574-61-0011          

チラシ・パンフレット

の内容を確認し、可否

を申込事業所へ連絡

します 

折込希望月の前月１０日 

までに連絡 

チラシ・パンフレット 

1，７５０部をご用意いた

だき、折込月の前月１５日

までに商工会議所へ納品

して下さい 

所報を配布します 
 

毎月１日～５日に配布 
（やむを得ない事情により発送が 

遅れる場合があります） 

商工会議所より 

料金を請求いたします 
 

折込月の１０日までに 

請求書を発送 

「チラシ折込・パンフレット同時配布サービス」申し込み・利用方法 



可児商工会議所報「ＫＡＮＩ」  

チラシ折込・パンフレット同時配布サービス運用規定  

（目  的）  
第１条  この要領は、可児商工会議所（以下「商工会議所」という。）が発行する商
工会議所報ＫＡＮＩ（以下「所報」という。）のチラシ折込及パンフレット同時配
布に関し、必要なことを定めることを目的とする。  

 
（資  格）  
第２条  所報にチラシ折込及パンフレット同時配布をすることのできる事業所等は、
商工会議所の会員及び特別会員とする。  

 
（受付基準）  
第３条  所報に折込又は同時配布する書類の可否は、この要領に基づき判断を行な
うものとする。  

２  実施の公平と有効性を規するため、チラシ折込については、原則毎号１事業所１
部、上限はなし、パンフレット同時配布については、原則毎号１事業所１部、１社
に限り受付けとする。  

 
（チラシ折込・パンフレット同時配布の諾否）  
第４条  所報に会員事業所の販売促進のためのチラシの折込又はパンフレットの同
時配布を行うものであり、下記事項のいずれにも該当しないものとする。商工会議
所において、本サービスの提供を拒否する場合は、適宜その旨を依頼事業所宛に連
絡する。  

（１）商工会議所又は第三者の名誉又は体面を傷つける恐れが認められるとき  
（２）特定の政党に偏り、政治的に利用されると認められるとき  
（３）公序良俗に反すると認められるとき  
（４）その他、専務理事が不適当と認めたとき  
 
（規  格）  
第５条  この要領による折込チラシの規格は、Ｂ５・Ａ４・Ｂ４・Ａ３サイズ１枚の
用紙とする。また、パンフレットのサイズはＡ４以内、重さは１冊２００ｇ以内と
する。  

 
（納  品）  
第６条  チラシは全て依頼事業所の責任において作成し、Ａ４サイズ以下に折って  

 納品することとする。  

 
（価  格）  
第７条  チラシ折込の価格は、１回につき１０，０００円（消費税別）とする。  

また、パンフレットの同時配布については、１回につき２０，０００円（消費税別）  

とする。  

２  折込、同時配布完了後商工会議所が請求書を発行するため、依頼事業所は指定期
日までに納入するものとする。  

 
（申し込み）  
第８条  依頼事業所は、折込及び同時配布希望月の前月５日までに、チラシ折込・パ
ンフレット同時配布サービス申込書にチラシ又はパンフレットの現物を添えて、
商工会議所に提出するものとする。  

 
（決定）  
第９条  商工会議所は、前条の申込があったときは、その内容を審査すると共に諾否
を決定し、前月１０日までに依頼事業所へ連絡するものとする。  

２  折込するチラシ及び同時配布するパンフレットは依頼事業所が部数を用意し、  

発行月の前月１５日までに商工会議所に納品するものとする。  

（改正：令和６年５月１日号より）  


